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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子書籍を実行する過程と、
　前記電子書籍の予め設定された上側ＵＩ作動領域にショートカットアイテムリストを表
示する過程と、
　前記ショートカットアイテムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してタ
ッチダウンが入力され、前記タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方
向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする過程と、
　前記ショートカットアイテムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してタ
ッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向に
ドラッグ及びタッチアップが入力された時、前記一つのショートカットアイテムに対応す
るページを画面に表示する過程と、
　を含むことを特徴とする電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子書籍のペ
ージめくりの方法。
【請求項２】
　前記ショートカットアイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッ
チダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタ
ッチアップが入力されたか否かをチェックする過程と、
　前記ショートカットアイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッ
チダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタ
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ッチアップが入力された時、前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリストを
画面に表示する過程と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の電子書籍機能を
有するポータブル端末における電子本のページめくりの方法。
【請求項３】
　前記表示されたサブアイテムリストの中で、一つのサブアイテムに対してタッチダウン
が入力され、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されたか否かをチ
ェックする過程と、
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力された時、画面に前
記一つのサブアイテムに対応するページを表示する過程と、を含むことを特徴とする請求
項２に記載の電子書籍機能を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの方
法。
【請求項４】
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアップ
が入力されたか否かをチェックする過程と、
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアップ
が入力された時、画面において前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリスト
の表示を除去する過程と、をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の電子書籍機能
を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの方法。
【請求項５】
　前記上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックす
る過程と、
　前記上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力された時、前記上側ＵＩ作
動領域に前記ドラッグの方向に対応して次もしくは以前のショートカットアイテムリスト
を画面に表示する過程と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の電子書籍機能
を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの方法。
【請求項６】
　前記上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力され、マルチタッチダウンが入力さ
れている状態でドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする過程と、
　前記上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力され、マルチタッチダウンが入力さ
れている状態でドラッグ及びタッチアップが入力された時、マルチタッチダウンが入力さ
れたそれぞれの点の間の距離が増加したか否かをチェックする過程と、
　前記マルチタッチダウンが入力されたそれぞれの点の間の距離が増加したと判断された
時、画面の前記上側ＵＩ作動領域に前記増加した距離に対応する拡大されたサイズのショ
ートカットアイテムリストを表示する過程と、
　前記マルチタッチダウンが入力されたそれぞれの点の間の距離が減少したと判断された
時、画面の前記上側ＵＩ作動領域に前記減少した距離に対応する縮小されたサイズのショ
ートカットアイテムリストを表示する過程と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に
記載の電子書籍機能を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの方法。
【請求項７】
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリストの中で一つの
ショートカットアイテムに対してロングタッチが入力されたか否かをチェックする過程と
、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリストの中で一つの
ショートカットアイテムに対してロングタッチが入力された時、電子書籍の上側ＵＩ作動
領域に前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリストが表示されている状態で



(3) JP 5771497 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

あるか否かをチェックする過程と、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリス
トが表示されている状態ではないと判断された時、電子書籍の上側ＵＩ作動領域で当該シ
ョートカットアイテムと次のショートカットアイテムの間にショートカットアイテムリス
トより小さなサイズで前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリストを表示す
る過程と、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリス
トが表示されている状態である時、電子書籍の上側ＵＩ作動領域で前記一つのショートカ
ットアイテムのサブアイテムリストの表示を除去する過程と、をさらに含むことを特徴と
する請求項１に記載の電子書籍機能を有するポータブル端末における電子書籍のページめ
くりの方法。
【請求項８】
　電子書籍を実行して、表示部を制御して前記電子書籍の予め設定された上側ＵＩ作動領
域にショートカットアイテムリストを表示して、前記ショートカットアイテムリストの中
で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力されて前記タッチダウンが
入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力された
時、前記表示部を制御して前記一つのショートカットアイテムに対応するページを画面に
表示する電子書籍ビューアーと、
　前記電子書籍ビューアーの制御によって上側ＵＩ作動領域にショートカットアイテムリ
ストを表示して、電子書籍の当該のページを画面に表示する表示部と、を含むことを特徴
とする電子書籍機能を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの装置。
【請求項９】
　前記電子書籍ビューアーは、
　前記ショートカットアイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッ
チダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタ
ッチアップが入力されたか否かをチェックして、
　前記ショートカットアイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッ
チダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタ
ッチアップが入力された時、前記表示部を制御して前記一つのショートカットアイテムの
サブアイテムリストを画面に表示することを特徴とする請求項８に記載の電子書籍機能を
有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの装置。
【請求項１０】
　前記電子書籍ビューアーは、
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されたか否かをチェ
ックして、
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力された時、前記表示
部を制御して画面に前記一つのサブアイテムに対応するページを表示することを特徴とす
る請求項９に記載の電子書籍機能を有するポータブル端末における電子書籍のページめく
りの装置。
【請求項１１】
　前記電子書籍ビューアーは、
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアップ
が入力されたか否かをチェックして、
　前記表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが
入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアップ
が入力された時、前記表示部を制御して画面において前記一つのショートカットアイテム
のサブアイテムリストの表示を除去することを特徴とする請求項９に記載の電子書籍機能
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を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの装置。
【請求項１２】
　前記電子書籍ビューアーは、
　前記上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックし
て、
　前記上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力された時、前記表示部を制
御して前記上側ＵＩ作動領域に前記ドラッグした方向に対応して次もしくは以前のショー
トカットアイテムリストを画面に表示することを特徴とする請求項８に記載の電子書籍機
能を有するポータブル端末における電子書籍のページめくりの装置。
【請求項１３】
　前記電子書籍ビューアーは、
　前記上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力され、マルチタッチダウンが入力さ
れている状態でドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックして、
　前記上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力され、マルチタッチダウンが入力さ
れている状態でドラッグ及びタッチアップが入力された時、前記マルチタッチダウンが入
力されたそれぞれの点の間の距離が増加したか否かをチェックして、
　前記マルチタッチダウンが入力されたそれぞれの点の間の距離が増加したと判断された
時、前記表示部を制御して画面の前記上側ＵＩ作動領域に前記増加した距離に対応する拡
大されたサイズのショートカットアイテムリストを表示して、
　前記マルチタッチダウンが入力されたそれぞれの点の間の距離が減少したと判断された
時、前記表示部を制御して画面の前記上側ＵＩ作動領域に前記減少した距離に対応する縮
小されたサイズのショートカットアイテムリストを表示することを特徴とする請求項８に
記載の電子書籍機能を有すポータブル端末における電子書籍のページめくりの装置。
【請求項１４】
　前記電子書籍ビューアーは、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリストの中で一つの
ショートカットアイテムに対してロングタッチが入力されたか否かをチェックして、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリストの中で一つの
ショートカットアイテムに対してロングタッチが入力された時、電子書籍の上側ＵＩ作動
領域に前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリストが表示されている状態で
あるか否かをチェックして、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリス
トが表示されている状態ではないと判断された時、前記表示部を制御して電子書籍の上側
ＵＩ作動領域で当該のショートカットアイテムと次のショートカットアイテムの間にショ
ートカットアイテムリストより小さなサイズで前記一つのショートカットアイテムのサブ
アイテムリストを表示して、
　電子書籍の上側ＵＩ作動領域に前記の一つのショートカットアイテムのサブアイテムリ
ストが表示されている状態である時、前記表示部を制御して電子書籍の上側ＵＩ作動領域
で前記一つのショートカットアイテムのサブアイテムリストの表示を除去することを特徴
とする請求項８に記載の電子書籍機能を有するポータブル端末における電子書籍のページ
めくりの装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポータブル端末に係り、より詳しくは、電子書籍閲覧機能を有するポータブ
ル端末における電子書籍のページめくりの装置及びその方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ポータブル端末は、携帯可能な利便性により急速に普及しており、サービス提供者（端
末製造者）は、多数のユーザーを獲得するために、より高度な機能を有する端末の開発に
注力している。
　そのため、ポータブル端末においては、フォーンブック（Ｐｈｏｎｅ　Ｂｏｏｋ）、ゲ
ーム（Ｇａｍｅ）、スケジューラ（Ｓｃｈｅｄｕｌｅｒ）、短文メッセージ（Ｓｈｏｒｔ
　Ｍｅｓｓａｇｅ）、インターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）、イーメール（Ｅ－ｍａｉｌ
）、アラーム（Ａｌａｒｍ）、ＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）、デジ
タルカメラ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃａｍｅｒａ）、電子辞典、ｅ－ｂｏｏｋ（電子書籍）な
ど多様な機能を有するポータブル端末が提供されている。
【０００３】
　最近では、従来の紙本を代替する情報提供媒体の一つとして、電子的なディスプレー方
式でテキスト　コンテンツが閲覧できる電子書籍が登場している。
　電子書籍は、テキスト　コンテンツをフラッシュ　メモリーや内蔵したハードディスク
に保存し、ディスプレー画面を介して保存されたテキスト　コンテンツを閲覧できる方式
として、保存された多数の書籍の中から任意の書籍を選択して閲覧できるという長所があ
る。
【０００４】
　このような電子書籍機能を有するポータブル端末においては、ディスプレー画面を通じ
ては限定された領域のコンテンツのみが表示可能であり、コンテンツの次の内容が引き継
き閲覧可能なように、ページ移動やスクロール機能を提供する使用者インターフェース（
ＵＩ：Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が具備されている必要がある。
　一般的には、電子書籍に備えられているキー入力手段を利用したページダウン及びペー
ジアップ機能により、テキストコンテンツの内容を移動させながら画面に表示することが
可能であり、このような方式によって、使用者は電子書籍に保存されたテキストコンテン
ツの全体の内容を閲覧することができる。
【０００５】
　しかし、このようにキー操作によってページをめくる方式のインターフェースは、一番
基本的な形態の方向制御方式に過ぎないだけで、使用者が使いやすいようにエルゴノミク
ス的な観点で考案された方式ではないので、使用者が自然にコンテンツのページを切り替
える点で、どうしても不便さを感じてしまうという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許公開第１０－２００２－００６３３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、本発明の目的は、電子
書籍機能を有するポータブル端末において、キー操作によらない電子書籍のページめくり
の装置及びその方法を提供することにある。
　本発明の他の目的は、電子書籍の機能を有するポータブル端末において、使用者が実際
の本をめくるような感じで、自然にコンテンツのページを切り替えることができるアナロ
グ感覚の電子書籍のページめくりの装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述の目的を達成するための本発明の実施形態に係るポータブル端末における電子書籍
のページめくりの方法は、電子書籍を実行する過程と、電子書籍の予め設定された上側Ｕ
Ｉ作動領域にショートカットアイテムリストを表示する過程と、ショートカットアイテム
リストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダ
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ウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力
されたか否かをチェックする過程と、ショートカットアイテムリストの中で一つのショー
トカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力された時、一つのショート
カットアイテムに対応するページを画面に表示する過程と、を含む。
【０００９】
　本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子書籍のペ
ージめくりの装置は、電子書籍を実行して、表示部を制御して電子書籍の予め設定された
上側ＵＩ作動領域にショートカットアイテムリストを表示し、ショートカットアイテムリ
ストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウ
ンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力さ
れた時、表示部を制御して一つのショートカットアイテムに対応するページを画面に表示
する電子本ビューアーと、電子本ビューアーの制御によって上側ＵＩ作動領域にショート
カットアイテムリストを表示して、電子書籍の当該ページを画面に表示する表示部と、を
含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナログ感覚の電子
書籍のページめくりの装置及び方法が提供され、使用者が器機の使い方を覚えなくてもあ
たかも実際の本をめくるような感覚で自然にコンテンツを切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】電子本機能を有するポータブル端末の装置構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナロ
グ感覚で電子書籍を一ページずつめくる方法を示す例示図である。
【図３】本発明の実施形態に係る電子書籍機能を有するポータブル端末におけるアナログ
感覚で電子書籍を一ページずつめくる方法を示す流れ図である。
【図４】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナロ
グ感覚で電子書籍を複数のページずつめくる方法を示す例示図である。
【図５】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナロ
グ感覚で電子書籍を複数のページずつめくる方法を示す流れ図である。
【図６】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナロ
グ感覚で電子書籍を複数のページずつめくる方法を示す流れ図である。
【図７】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子書
籍にブックマークを追加付与するための方法を示す例示図である。
【図８】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子書
籍にブックマークを追加付与するための方法を示す流れ図である。
【図９】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子書
籍にブックマークを追加付与するための方法を示す流れ図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す例示図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す例示図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す流れ図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す流れ図である。
【図１４】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す流れ図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
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書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す例示図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、添付した図面を参照して本発明の好ましい実施形態に係る動作原理を詳述する
。以下の説明において、公知の機能または構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を不
明確にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
　また、以下の説明で用いられる用語は、本発明での機能を考慮して定義された用語とし
て用いるもので、これは使用者、運用者の意図または慣例などによって変わるものである
。従って、その定義は本明細書の全般にわたる内容に基づいて理解されるものである。
【００１３】
　以下に、本発明の好ましい実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末にお
けるアナログ感覚の電子書籍のページめくり方法について説明する。
　以下の説明において、ポータブル端末は、タッチパネルを具備するセルラ電話機（Ｃｅ
ｌｌｕｌａｒ　Ｐｈｏｎｅ）、個人携帯通信電話機（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＰＣＳ）、複合無線端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：ＰＤＡ）、ＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ－２０００）端末などを含み、以下の説
明は、前記例の一般的な構成に基づいて行う。
【００１４】
　図１は、電子書籍の機能を有するポータブル端末の装置構成を示すブロック図である。
　図１に示すように、ポータブル端末は、制御部１００、メモリー１０２、入力部１０４
、表示部１０６、電子書籍ビューアー１０８、及び通信部１１０を含んで構成されている
。
【００１５】
　図１を参照すれば、制御部１００は、ポータブル端末の全般的な動作を制御し、本発明
に係るアナログ感覚の電子書籍のページめくりの機能を処理する。
　メモリー１０２は、制御部１００の処理及び制御のためのプログラムのマイクロコード
と各種の参照データ、各種のプログラム遂行において発生する一時的なデータ、更新可能
な各種の保管用データを保存する。特には、本発明に係るアナログ感覚の電子書籍のペー
ジめくりのためのプログラムを保存する。
【００１６】
　入力部１０４は、数字キーボタンと多数の機能キーボタンを備え、使用者が押すキーボ
タンに対応するキーボタン入力データを制御部１００に提供する。
　表示部１０６は、ポータブル端末の動作において発生する状態情報、制限された数字や
文字、多量の動映像及び静止映像などを表示する。このような通常的な機能に加え、本発
明の実施形態に係る装置の表示部１０６は、タッチパネルの形態で形成されて入力部１０
４の機能を遂行し、使用者のタッチ入力を感知して制御部１００に送る。
【００１７】
　電子書籍ビューアー１０８は、使用者が実際の本をめくるような感覚で自然にコンテン
ツのページを切り替えるようにアナログ感覚で電子書籍を一ページずつもしくは複数のペ
ージずつめくる役目を遂行し、さらに電子書籍にブックマークを追加付与する。
【００１８】
　通信部１１０は、アンテナを介して入出力される無線信号を送受信処理する機能を遂行
する。
　例えば、送信の場合、送信するデータをチャンネルコーディング（ｃｈａｎｎｅｌ　ｃ
ｏｄｉｎｇ）及び拡散（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ）した後、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）処理して送信する機能を遂行し、受信の場合、受信されるＲＦ信号を基底帯域信
号（ｄｅｓｐｒｅａｄｉｎｇ）及びチャンネル復号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ
）してデータを復元する機能を遂行する。
【００１９】
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　図２は、本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナ
ログ感覚で電子書籍を一ページずつめくる方法を示す例示図である。
　図２を参照すれば、ポータブル端末は電子書籍の機能を実行して、使用者によって選択
された電子書籍の予め設定されたページを画面に表示する。
【００２０】
　この時、画面の右側の一部領域は、右側ＵＩ作動領域として表示され、画面の左側の一
部領域は、左側ＵＩ作動領域として表示される。
　ここで、右側ＵＩ作動領域と左側ＵＩ作動領域は、当該ポータブル端末の画面に表示さ
れるように予め設定されている。
　図２の（Ａ）に示すように、電子書籍が表示された画面の予め設定された右側ＵＩ作動
領域より左側でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で右側の方
向にドラッグ及びタッチアップが入力されると、ポータブル端末はポータブル端末はそれ
まで開いていたページの１ページ前のページを画面に表示する。また、図２の（Ｂ）に示
すように、電子書籍が表示された画面の予め設定された左側ＵＩ作動領域より右側でタッ
チダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグ及びタ
ッチアップが入力されると、ポータブル端末はそれまで開いていたページの１ページ次の
ページを画面に表示する。
【００２１】
　図３は本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナロ
グ感覚で電子書籍を一ページずつめくる方法を示す流れ図である。
　図３を参照すれば、ポータブル端末は、Ｓ３０１で使用者のキー操作によって電子書籍
の機能の実行要請がされているかどうかをチェックする。
【００２２】
　Ｓ３０１において、電子書籍の機能の実行要請を検知した時、ポータブル端末はＳ３０
３において電子書籍機能を実行し、電子書籍の機能の設定情報により、使用者によって選
択された電子書籍の予め設定されたページを表示する。
　例えば、電子書籍の機能の設定情報には、電子書籍の機能の実行時、当該電子書籍の初
ページから表示するとか、あるいは当該電子書籍に対して以前に閲覧した際に最後に表示
されていたページから表示するように予め設定することができる。
【００２３】
　この後、ポータブル端末は、Ｓ３０５で電子書籍が表示された画面の予め設定された右
側ＵＩ作動領域より左側でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ３０５において、電子書籍が表示された画面の予め設定された右側ＵＩ作動領域より
左側でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向にドラ
ッグ及びタッチアップが入力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ３０７において
、始動時に開かれたページの１ページ前のページを画面に表示する。
【００２４】
　一方、Ｓ３０５において、電子書籍が表示された画面の予め設定された右側ＵＩ作動領
域より左側でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向
にドラッグ及びタッチアップが入力されたと判断されない時、ポータブル端末はＳ３０９
において電子書籍が表示された画面の予め設定された左側ＵＩ作動領域より右側でタッチ
ダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグ及びタッ
チアップが入力されたか否かをチェックする。
【００２５】
　Ｓ３０９で、電子書籍が表示された画面の予め設定された左側ＵＩ作動領域より右側で
タッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグ及
びタッチアップが入力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ３１１で開かれていた
ページの次のページを画面に表示する。
【００２６】
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　一方、Ｓ３０９において、電子書籍が表示された画面の予め設定された左側ＵＩ作動領
域より右側でタッチダウンが入力されてタッチダウンが入力されている状態で左側の方向
にドラッグ及びタッチアップが入力されたと判断されない時、ポータブル端末はＳ３０５
に戻り以下の段階を反復遂行する。
【００２７】
　図４は、本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけるアナ
ログ感覚で電子書籍を複数のページずつめくる方法を示す例示図である。
　図４を参照すれば、ポータブル端末は電子書籍の機能を実行して、使用者によって予め
選択された電子書籍のページを画面に表示する。この時、画面の右側の一部領域は右側Ｕ
Ｉ作動領域として表示され、画面の左側の一部領域は左側ＵＩ作動領域として表示される
。この右側ＵＩ作動領域と左側ＵＩ作動領域は、当該ポータブル端末の画面に表示される
ように予め設定されている。
【００２８】
　ここで使用者が、電子書籍が表示された画面の予め設定された右側ＵＩ作動領域でタッ
チダウン入力を行うと、ポータブル端末の画面は電子書籍の右側の横面を表示する。この
時、図４の（Ａ）に示すように、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラ
ッグ及びタッチアップが入力されれば、ポータブル端末は今まで開かれていたページの次
のページを画面に表示する。
【００２９】
　一方、前記の図４の（Ｂ）のように、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向
にドラッグが入力されれば、ポータブル端末の画面は、電子書籍の右側の横面にドラッグ
の程度に対応したページ数を表示し、ドラッグが入力されている状態で左側の方向にドラ
ッグ及びタッチアップが入力されると、電子書籍の右側の横面に表示されたページ数分が
めくられて、画面にはめくられたページ数に対応した次のページが表示される。
【００３０】
　図示していないが、電子書籍画面の左側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力されれば、
ポータブル端末の画面は電子書籍の左側の横面を表示する。この時、タッチダウンが入力
されている状態で右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されれば、ポータブル端
末は開かれていたページの１ページ前のページを画面に表示する。
【００３１】
　そして、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグが入力されれば、
ポータブル端末の画面は、電子書籍の左側の横面にドラッグの程度に対応したページ数を
表示し、ドラッグが入力されている状態で右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力
されれば、電子書籍の左側の横面に表示されたページ数に対応した前のページが表示され
る。
【００３２】
　図５及び図６は、本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末にお
けるアナログ感覚で電子書籍を複数のページずつめくる方法を示す流れ図である。　
　図５及び図６を参照すれば、ポータブル端末はＳ５０１において使用者のキー操作によ
って電子書籍の機能の実行要請がなされたか否かをチェックする。
【００３３】
　Ｓ５０１において、電子書籍の機能の実行要請が検知すると、ポータブル端末は、Ｓ５
０３で電子書籍の機能を実行して、電子書籍機能の設定情報によって、使用者により予め
選択された電子書籍のページを表示する。
　電子書籍機能の設定情報には、例えば、電子書籍機能の実行時、当該電子書籍の初ペー
ジから表示するとか、あるいは当該電子書籍を以前に閲覧したときの最後のページから表
示するように予め設定することができる。
【００３４】
　この後、ポータブル端末は、Ｓ５０５において電子書籍が表示された画面の予め設定さ
れた右側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力されたか否かをチェックする。
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　ポータブル端末は、Ｓ５０５において、電子書籍が表示された画面の右側ＵＩ作動領域
でタッチダウンが入力されたと判断された時Ｓ５０７で電子書籍の右側の横面を画面に表
示して、Ｓ５０９に進む。
【００３５】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ５０９においてタッチダウンが入力されている状態で左側
の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５０９で、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグ及びタッチア
ップが入力されたと判断された時、ポータブル端末は、Ｓ５１１でこれまで開かれていた
ページの次のページを画面に表示する。
【００３６】
　一方、Ｓ５０９において、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグ
及びタッチアップが入力されていないと判断された時、ポータブル端末は、Ｓ５１３でタ
ッチダウンが入力されている状態で右側方向にドラッグが入力されたか否かをチェックす
る。
　そして、Ｓ５１３において、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向にドラッ
グが入力されたと判断された時、ポータブル端末は、Ｓ５１５段階で電子書籍の右側の横
面にドラッグした程度に応じたページ数を表示した後、Ｓ５１７に進む。ここで、右側の
横面に表示されるページ数は、ドラッグを行う程度により増加させることができる。
【００３７】
　この後、ポータブル端末は、Ｓ５１７においてドラッグが入力されている状態で左側の
方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５１７において、ドラッグが入力されている状態で左側の方向にドラッグ及びタッチ
アップが入力されたと判断された時、ポータブル端末は、Ｓ５１９で電子書籍の右側の横
面に表示されたページ数分がめくられて、めくられたページ数に対応する次のページを画
面に表示する。
【００３８】
　一方、Ｓ５１７で、ドラッグが入力されている状態で左側の方向にドラッグ及びタッチ
アップが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５１８でドラッグが入力
されている状態で続いて右側の方向にドラッグが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５１８で、ドラッグが入力されている状態で続いて右側の方向にドラッグが入力され
たと判断された時、ポータブル端末はＳ５１５に戻って以下のステップを反復遂行する。
【００３９】
　Ｓ５１８において、ドラッグが入力されている状態で続いて右側の方向にドラッグが入
力されていないと判断された時、ポータブル端末は本発明の実施形態に係るアルゴリズム
を終了する。また、ドラッグが入力されている状態で、左側の方向または右側の方向での
ドラッグなく、タッチアップが入力された時も、ポータブル端末は本発明の実施形態に係
るアルゴリズムを終了する。
　一方、Ｓ５１３で、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向にドラッグが入力
されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５０９に戻って以下のステップを反復
遂行する。
【００４０】
　Ｓ５０５において、電子書籍が表示された画面の予め設定された右側ＵＩ作動領域でタ
ッチダウンが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５２１で電子書籍が
表示された画面の予め設定された左側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力されたか否かを
チェックする。
　Ｓ５２１で、電子書籍が表示された画面の予め設定された左側ＵＩ作動領域でタッチダ
ウンが入力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ５２３で電子書籍の左側の横面を
画面に表示して、Ｓ５２５に進む。
【００４１】
　この後、ポータブル端末は、Ｓ５２５でタッチダウンが入力されている状態で右側の方
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向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５２５において、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向にドラッグ及びタ
ッチアップが入力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ５２７で開いていたページ
の１ページ前のページを画面に表示する。
【００４２】
　Ｓ５２５において、タッチダウンが入力されている状態で右側の方向にドラッグ及びタ
ッチアップが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５２９でタッチダウ
ンが入力されている状態で左側の方向にドラッグが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５２９において、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグが入力
されたと判断された時、ポータブル端末はＳ５３１で電子書籍の左側の横面にドラッグし
た程度に対応したページ数を表示した後、Ｓ５３３に進む。ここで、電子書籍の左側の横
面に表示されるページ数はドラッグの程度よってページが戻る方向に増加する。
【００４３】
　この後、ポータブル端末はＳ５３３でドラッグが入力されている状態で右側の方向にド
ラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５３３において、ドラッグが入力されている状態で右側の方向にドラッグ及びタッチ
アップが入力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ５３５で電子書籍の左側の横面
に表示されたページ数分がめくられて、めくられたページ数に対応した前のページを表示
する。
【００４４】
　Ｓ５３３において、ドラッグが入力されている状態で右側の方向にドラッグ及びタッチ
アップが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５３４でドラッグが入力
されている状態で続いて左側の方向にドラッグが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ５３４において、ドラッグが入力されている状態で続いて左側の方向にドラッグが入
力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ５３１に戻って以下のステップを反復遂行
する。
【００４５】
　また、Ｓ５３４において、ドラッグが入力されている状態で続いて左側の方向にドラッ
グが入力されていないと判断された時、ポータブル端末は本発明の実施形態に係るアルゴ
リズムを終了する。例えば、ドラッグが入力されている状態で、左側の方向または右側の
方向へのドラッグがなく、タッチアップが入力された時、ポータブル端末は同様に本発明
の実施形態に係るアルゴリズムを終了する。
【００４６】
　Ｓ５２９において、タッチダウンが入力されている状態で左側の方向にドラッグが入力
されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５２５に戻って以下のステップを反復
遂行する。
　また、Ｓ５２１において、電子書籍の予め設定された左側ＵＩ作動領域でタッチダウン
が入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ５０５に戻って以下のステップ
を反復遂行する。
【００４７】
　一方、本発明に係る電子書籍の機能は、使用者のキー操作によって多様なモードで実行
されることができるし、例えばブックマークを追加付加するしおりモード、ショートカッ
トを追加付加する凹凸モードなどについて実行することもできる。
　以下に、ブックマークを追加付加するしおりモードの電子書籍機能の実行について、及
びショートカットを追加付加する凹凸モードの電子書籍機能の実行について説明する。
【００４８】
　図７は、本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電子
書籍にブックマークを追加付加するための方法を示す例示図である。
　図７を参照すれば、ポータブル端末は電子書籍機能を実行して、使用者によって予め選
択された電子書籍の設定されたページを画面に表示し、ブックマークのオン（Ｏｎ）／オ
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フ（Ｏｆｆ）スィッチが使用者によってタッチされれば、ブックマークの機能を活性化す
る。この時、画面の上側の一部領域は上側ＵＩ作動領域として表示され、上側ＵＩ作動領
域は当該のポータブル端末の画面に表示されるように予め設定される。
【００４９】
　電子書籍が表示された画面の予め設定された上側ＵＩ作動領域の左側には、ブックマー
ク機能の活性化もしくは非活性化のためのブックマークのオン（Ｏｎ）／オフ（Ｏｆｆ）
スィッチが位置し、このスイッチは、例えばクリップ模様として表示することができる。
　また、電子書籍の予め設定された上側ＵＩ作動領域の右側には、クリップに対応するブ
ックマークのページに移動する前の位置を自動保存するためのメニューが位置することが
でき、例えばこれは矢印模様として表示することができる。
【００５０】
　もし、図７の（Ａ）のように、電子書籍が表示された画面の予め設定された上側ＵＩ作
動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にド
ラッグが入力された時、ポータブル端末は、ブックマークの追加が要求されたと判断し、
追加するブックマークに対応するクリップを生成する。
　ここで、クリップの位置は、ドラッグが入力されている状態でタッチアップが入力され
るまで、ドラッグの方向によって移動させることができる。
【００５１】
　この後、ドラッグが入力されている状態でタッチアップが入力された時、ポータブル端
末はタッチアップが入力されている位置に生成したクリップを位置させる。ここで、生成
したクリップの模様、色などは、予め設定した条件に基づいて設定することができる。
　別の方法として、タッチアップが入力されている位置に生成したクリップを位置させる
ことと同時に、ポップアップ窓を通じて入力窓を表示して使用者から生成したクリップの
模様、色などの情報を受け、入力された情報によって生成したクリップの模様、色などを
変更することもできる。
【００５２】
　図７の（Ｂ）のように、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダ
ウンが入力されれば、ポータブル端末は当該ブックマークのページを表示し、追加された
ブックマークに対応するクリップに対してロング（ｌｏｎｇ）タッチがなされたことが検
知されれば、ポータブル端末は追加されたブックマークに対する情報表示が要求されてい
ると判断して、ポップアップ窓を通じて当該ブックマークに対する情報を表示する。
　ここで、ロングタッチは例えば１～２秒間の持続的なタッチダウン及びタッチアップを
意味しており、ブックマークに対する情報には、当該ブックマークの生成日付、生成時間
、ブックマークのページなどの情報が含まれる。
【００５３】
　さらに、ポップアップ窓には当該ブックマークに対する情報だけでなく、メモ作成のた
めのメモメニューと当該ブックマークの位置変更のための移動メニューを表示することが
できる。
　この場合、使用者からメモメニューが選択されれば、メモ窓を表示して当該ブックマー
クに対してメモする内容の入力を受け、使用者から移動メニューが選択されれば、ブック
マークの位置変更モードを遂行して当該ブックマークに対応するクリップの位置変更の入
力も受けることができる。
【００５４】
　図示していないが、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダウン
が入力されたら、ポータブル端末は、当該ブックマークのページを表示し、追加されたブ
ックマークに対応するクリップに対してタッチダウンが入力されている状態で左側もしく
は右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されれば、ポータブル端末は追加された
ブックマークに対応するブックマークのページへの移動が要求されたと判断し、当該ブッ
クマークのページに移動する。
【００５５】
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　図示していないが、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダウン
が入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアッ
プが入力されれば、ポータブル端末は、追加されたブックマークの除去が要求されたと判
断し、当該ブックマークに対応するクリップを削除する。
【００５６】
　図８と図９は、本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末におけ
る電子書籍にブックマークを追加付与するための方法を示す流れ図である。
　図８及び図９を参照すれば、ポータブル端末は、Ｓ７０１で使用者のキー操作による電
子書籍機能の実行要請を検知したか否をチェックする。
【００５７】
　Ｓ７０１において、電子書籍の機能の実行要請が検知された時、ポータブル端末は、Ｓ
７０３で電子書籍の機能を実行し、電子書籍の機能の設定情報に基づいて、使用者によっ
て予め選択された電子書籍の設定されたページを画面に表示する。
　電子書籍の機能の設定情報には、電子書籍の機能実行時、当該電子書籍の初ページから
表示するとか、あるいは当該電子書籍に対して以前閲覧したときの最後のページから表示
するように予め設定することができる。
【００５８】
　この後、ポータブル端末は、Ｓ７０５でブックマークのオン（Ｏｎ）スィッチがタッチ
（すなわち、タッチダウン後タッチアップ）されたか否かをチェックする。ここで、ブッ
クマークのオンスィッチは、例えば、電子書籍が表示された画面の予め設定された上側Ｕ
Ｉ作動領域の左側に位置させることができ、クリップ模様として表示することができる。
【００５９】
　他の実施形態においてブックマークのオンスィッチは、ブックマークのオンスィッチの
機能とブックマークのオフ（Ｏｆｆ）スィッチの機能を両方遂行する一つのスィッチとし
て具現されることができる。
　この場合、ブックマークのオフ状態で前記のスィッチをタッチした場合、ブックマーク
のオン状態に遷移してブックマーク機能が活性化され、ブックマークのオン状態でスィッ
チをタッチした場合、ブックマークのオフ状態に遷移してブックマーク機能が非活性化さ
れるようにすることができる。
【００６０】
　Ｓ７０５において、ブックマークのオンスィッチがタッチされたと判断された時、ポー
タブル端末はＳ７０７でブックマーク機能を活性化した後、Ｓ７０９に進む。
　この後、ポータブル端末はＳ７０９で電子書籍が表示された画面の予め設定された上側
ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方
向にドラッグが入力されたか否かをチェックする。
【００６１】
　Ｓ７０９において、電子書籍が表示された画面の予め設定された上側ＵＩ作動領域でタ
ッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグが入
力されたと判断された時、ポータブル端末は、ブックマークの追加が要求されたと判断し
、Ｓ７１１で追加するブックマークに対応するクリップを生成して、Ｓ７１３に進む。こ
こで、クリップの位置は、ドラッグが入力されている状態でタッチアップが入力されるま
でドラッグ方向によって移動させることができる。
【００６２】
　その後、ポータブル端末は、Ｓ７１３でドラッグが入力されている状態でタッチアップ
が入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ７１３において、ドラッグが入力されている状態でタッチアップが入力されたと判断
された時、ポータブル端末はＳ７１５でタッチアップが入力された位置に生成したクリッ
プを位置させて本発明に係るアルゴリズムを終了する。ここで、生成したクリップの模様
、色などは、予め設定した条件によって設定することができる。
【００６３】
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　他の方法でとして、タッチアップが入力されている位置に生成したクリップを位置させ
ると同時に、ポップアップ窓を通じて入力窓を表示して使用者から生成したクリップの模
様、色などの情報の入力を受けて、入力された情報にもとづいて生成したクリップの模様
、色などを変更することもできる。
【００６４】
　一方、Ｓ７０９で、電子書籍が表示された画面の予め設定された上側ＵＩ作動領域でタ
ッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグが入
力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ７１７で既に追加されたブックマー
クに対応するクリップに対してタッチダウンが入力されたか否かをチェックする。
　Ｓ７１７において、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダウン
が入力されたと判断された時、ポータブル端末は、Ｓ７１８で当該ブックマークのページ
を表示して、Ｓ７１９に進む。
【００６５】
　この後、ポータブル端末はＳ７１９で追加されたブックマークに対応するクリップに対
してロングタッチがなされたことを検知したか否かをチェックする。ここで、ロングタッ
チは例えば１～２秒間の持続的なタッチダウン及びタッチアップを意味する。
【００６６】
　Ｓ７１９において、追加されたブックマークに対応するクリップに対するロングタッチ
が検知された時、ポータブル端末は、追加されたブックマークに対する情報表示が要求さ
れたと判断し、Ｓ７２０でポップアップ窓を通じて当該ブックマークに対する情報を表示
して本発明に係るアルゴリズムを終了する。ここで、ブックマークに対する情報には、当
該ブックマークの生成日付、生成時間、ブックマークのページなどの情報が含まれる。
【００６７】
　さらに、ポップアップ窓には当該ブックマークに対する情報だけでなく、メモ作成のた
めのメモメニューと当該ブックマークの位置変更のための移動メニューを表示することが
できる。この場合、使用者からメモメニューが選択されれば、メモ窓を表示して当該ブッ
クマークに対してメモする内容の入力を受け、使用者から移動メニューが選択されれば、
ブックマークの位置変更モードを遂行して、当該ブックマークに対応するクリップの変更
された位置を入力を受けることができる。
【００６８】
　Ｓ７１９において、追加されたブックマークに対応するクリップに対するロングタッチ
が検知されない時、ポータブル端末は、Ｓ７２１でタッチダウンが入力されている状態で
左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする
。
　Ｓ７２１において、タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にド
ラッグ及びタッチアップが入力されたと判断された時、ポータブル端末は、ブックマーク
のページが表示されている、追加されたブックマークに対応するブックマークのページへ
の移動が要求されたと判断し、Ｓ７２２で当該ブックマークのページに移動して本発明の
実施形態に係るアルゴリズムを終了する。
【００６９】
　一方、Ｓ７２１で、タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にド
ラッグ及びタッチアップが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ７２３
でタッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されたか否かをチェックする
。
　Ｓ７２３において、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されたと
判断された時、ポータブル端末は本発明の実施形態に係るアルゴリズムを終了する。　ま
たＳ７２３において、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されてい
ないと判断された時、ポータブル端末はＳ７１９に戻って以下のステップを反復遂行する
。
【００７０】
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　Ｓ７１７において、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダウン
が入力されていないと判断された時、ポータブル端末は、Ｓ７２５で追加されたブックマ
ークに対応するクリップに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されてい
る状態で上側の方向に（例えば、上側の方向の末まで）ドラッグ及びタッチアップが入力
されたか否かをチェックする。
【００７１】
　Ｓ７２５において、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダウン
が入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアッ
プが入力されたと判断された時、ポータブル端末は、追加されたブックマークの除去が要
求されたと判断してＳ７２７で当該ブックマークに対応するクリップを削除して本発明の
実施形態に係るアルゴリズムを終了する。
　一方、Ｓ７２５で、追加されたブックマークに対応するクリップに対してタッチダウン
が入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアッ
プが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ７０９に戻って以下のステッ
プを反復遂行する。
【００７２】
　図１０は、本発明の実施形態に係る電子書籍の機能を有するポータブル端末における電
子書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す例示図である。
【００７３】
　図１０を参照すれば、ポータブル端末は、電子書籍の機能を実行して、使用者によって
予め選択された電子書籍の設定されているページを画面に表示した後、使用者によりショ
ートカットのオン（Ｏｎ）／オフ（Ｏｆｆ）スィッチがタッチされればショートカット機
能を活性化する。
　この時、画面の上側の一部領域は上側ＵＩ作動領域として表示され、上側ＵＩ作動領域
は当該ポータブル端末の画面に表示されるように予め設定されている。
【００７４】
　電子書籍が表示された画面の予め設定された上側ＵＩ作動領域の左側には、ショートカ
ット機能の活性化または非活性化のためのショートカットのオン（Ｏｎ）／オフ（Ｏｆｆ
）スィッチが位置することができ、例えばこれは文書模様で表示することができる。
　また、電子書籍が表示された画面の予め設定された上側ＵＩ作動領域の右側には、ショ
ートカットアイテムに対応するページへ移動する前の位置を自動保存するためのメニュー
が位置することができ、例えばこれは矢印模様で表示することができる。
【００７５】
　ここで、ショートカットアイテムは、使用者のキー操作によって当該ページへすぐに移
動することができるアイテムとして、電子書籍が表示された画面の上側ＵＩ作動領域に予
め設定された順に羅列される。
　例えば、ショートカットアイテムは、移動しようとするチャプター（ｃｈａｐｔｅｒ）
、表（ｔａｂｌｅ）、絵、ページなどで構成されることができる。
【００７６】
　もし、図１０の（Ａ）に示すように、電子書籍が表示された画面の上側ＵＩ作動領域に
表示されたショートカットアイテムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対し
てタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方
向にドラッグ及びタッチアップが入力された場合、ポータブル端末は当該ページへのショ
ートカットが要求されたと判断して画面にショートカットアイテムに対応するページを表
示する。
【００７７】
　あるいは電子書籍が表示された画面の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットア
イテムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、
タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力され
た場合、ポータブル端末は図１０の（Ｂ）に示すように、ポップアップ窓を通じて画面に
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ショートカットアイテムのサブアイテムリストを表示する。
　例えば、ショートカットアイテムがチャプター５の場合、サブアイテムリストは、チャ
プター５－１、５－２、５－３などで構成されることができるし、ポップアップ窓にはサ
ブアイテムリストと各サブアイテムの題目などが表示できる。
【００７８】
　図１１は本発明の実施形態に係る電子本機能を有するポータブル端末における電子書籍
にショートカットを追加付与するための方法を示す例示図である。
【００７９】
　図１１を参照すれば、図１１の　（Ａ）に示すように、電子書籍が表示された画面の上
側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左側も
しくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力された場合、ポータブル端末は画面
の上側ＵＩ作動領域にドラッグの方向に応じて次もしくは前のショートカットアイテムリ
ストを表示する。
　例えば、現在の画面に表示されたショートカットアイテムリストがチャプター４、５、
６、７の場合、ドラッグによって以前のショートカットアイテムリストであるチャプター
２、３、４、５を画面に表示させることができる。
【００８０】
　図１１の（Ｂ）に示すように、電子書籍が表示された画面の上側ＵＩ作動領域でマルチ
タッチダウンが入力され、マルチタッチダウンが入力されている状態でドラッグ及びタッ
チアップが入力された場合、ポータブル端末はマルチタッチダウンが入力されたそれぞれ
の点の間の距離が増加したか否かをチェックする。
　そして、増加したと判断した場合には、ポータブル端末は、画面の上側ＵＩ作動領域に
増加した距離に対応する拡大されたサイズのショートカットアイテムリストを表示して、
減少したと判断した場合には、画面の上側ＵＩ作動領域に減少した距離に対応する縮小さ
れたサイズのショートカットアイテムリストを表示する。
　例えば、現在の画面に表示されたショートカットアイテムリストがチャプター４、５、
６、７の場合、その中のチャプター５、６を拡大したサイズで画面に表示することができ
る。
【００８１】
　図１２～１４は本発明の実施形態に係る電子書籍機能を有するポータブル端末における
電子書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す流れ図である。
　図１２～１４を参照すれば、ポータブル端末は、Ｓ１００１において使用者のキー操作
による凹凸モードの電子書籍機能の実行要請がなされたか否かをチェックする。これは、
ショートカットのオン（Ｏｎ）スィッチに対するタッチ（すなわち、タッチダウン後タッ
チアップ）を検知したか否かを確認することで判断できる。
　ここで、ショートカットのオンスィッチは、例えば、電子書籍が表示された画面の上側
ＵＩ作動領域の左側に配置することができ、文書模様で表示することができる。
【００８２】
　また、他の実施形態において、ショートカットのオンスィッチは、ショートカットのオ
ンスィッチの機能とショートカットのオフ（Ｏｆｆ）スィッチの機能を両方遂行する一つ
のスィッチとして具現されていてもよい。この場合、ショートカットのオフ状態でスィッ
チをタッチすると、ショートカットのオン状態に遷移し、これによってショートカット機
能が活性化されて凹凸モードの電子書籍機能が実行され、ショートカットのオン状態でス
ィッチをタッチすると、ショートカットのオフ状態に遷移して、ショートカット機能が非
活性化されて凹凸モードの電子書籍機能の実行が終了される。
【００８３】
　Ｓ１００１において、凹凸モードの電子書籍機能の実行要請が検知された時、ポータブ
ル端末はＳ１００３でショートカットを追加付与する凹凸モードで電子書籍機能を実行す
る。
　次に、ポータブル端末は、Ｓ１００５において、電子書籍機能の設定情報により、使用
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者によって予め選択された電子書籍の設定ページを表示し、電子書籍が表示された画面の
上側ＵＩ作動領域にショートカットアイテムリストを表示する。電子書籍機能の設定情報
には、電子書籍機能の実行の時、当該電子書籍の初ページから表示するとか、あるいは当
該電子書籍を以前に閲覧した時の最後に表示されたページから表示するように予め設定す
ることができる。
【００８４】
　続いて、ポータブル端末はＳ１００７において、使用者のキー操作によって電子書籍の
上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリストの中で、一つのショートカ
ットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態で左
側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックする。
【００８５】
　ここで、ポータブル端末は、ショートカットアイテムの色、柄などによって入力したシ
ョートカットアイテムと残りのショートカットアイテムを区別することで、当該ショート
カットアイテムが入力されたことを使用者に知らせることができる。
　また、ポータブル端末は、音声、震動などによって当該ショートカットアイテムが入力
されたことを使用者に知らせてもよい。
【００８６】
　Ｓ１００７において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテ
ムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッ
チダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが
入力されたと判断された時、ポータブル端末は、当該ページへのショートカットが要求さ
れたと判断し、Ｓ１００９で画面に入力されたショートカットアイテムに対応するページ
を表示した後、Ｓ１００７に戻って以下のステップを反復遂行する。ここで、ポータブル
端末は音声、震動などによって当該ショートカットアイテムに対応するページへ移動した
ことを使用者に知らせることができる。
【００８７】
　一方、Ｓ１００７において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカット
アイテムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され
、タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチア
ップが入力されたと判断されなかった時、ポータブル端末はＳ１０１１において、使用者
のキー操作によって電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリ
ストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウ
ンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かを
チェックする。
【００８８】
　Ｓ１０１１において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテ
ムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッ
チダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたと
判断された時、ポータブル端末は、Ｓ１０１３でポップアップ窓を通じて画面に当該ショ
ートカットアイテムのサブアイテムリストを表示した後、Ｓ１０１５に進む。
【００８９】
　例えば、当該ショートカットアイテムがチャプター５の場合、サブアイテムリストはチ
ャプター５－１、５－２、５－３などで構成されることができ、ポップアップ窓にはサブ
アイテムリストと各サブアイテムの題目などを表示することができる。
【００９０】
　次に、ポータブル端末はＳ１０１５において、使用者のキー操作によってポップアップ
窓を通じて画面に表示されたサブアイテムリストの中で、一つのサブアイテムに対してタ
ッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力された
か否かをチェックする。
【００９１】
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　ここで、ポータブル端末は、サブアイテムの色、柄などによってサブアイテムリストの
中で入力されたサブアイテムと残りのサブアイテムを区分することで、入力されたサブア
イテムを使用者に知らせることができる。
　また、ポータブル端末は、音声、震動などによって入力されたサブアイテムに対する情
報を使用者に知らせることができ、例えば、音声を通じて“チャプター５－１の題目は［
物理学の理解］です”といったように出力することができる。
【００９２】
　Ｓ１０１５において、ポップアップ窓を通じて画面に表示されたサブアイテムリストの
中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されてい
る状態でタッチアップが入力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ１０１７におい
て画面に一つのサブアイテムに対応するページを表示する。
　ここで、ポータブル端末は、音声、震動などを通じて当該サブアイテムに対応するペー
ジへ移動することを使用者に知らせることができる。
【００９３】
　一方、Ｓ１０１５において、ポップアップ窓を通じて画面に表示されたサブアイテムリ
ストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力さ
れている状態でタッチアップが入力されていないと判断された時、ポータブル端末はＳ１
０１９において、使用者のキー操作によって電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたシ
ョートカットアイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウン
が入力され、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されたか否かをチ
ェックする。
【００９４】
　Ｓ１０１９において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテ
ムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチ
ダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されたと判断された時、ポータブル端
末はＳ１０１３に戻って以下のステップを反復遂行する。
【００９５】
　一方、Ｓ１０１９において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカット
アイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、
タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力されていないと判断された時、
ポータブル端末はＳ１０２１において、使用者のキー操作によってポップアップ窓を通じ
て画面に表示されたサブアイテムリストの中で一つのサブアイテムに対してタッチダウン
が入力され、タッチダウンが入力されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアッ
プが入力されたか否かをチェックする。
【００９６】
　Ｓ１０２１において、ポップアップ窓を通じて画面に表示されたサブアイテムリストの
中で一つのサブアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されてい
る状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたと判断された時、ポータブ
ル端末はＳ１０２３で、画面のポップアップ窓に表示した当該ショートカットアイテムの
サブアイテムリストの表示を除去した後、Ｓ１００７に戻って以下のステップを反復遂行
する。ここで、ポータブル端末は、音声、震動などによって当該ショートカットアイテム
のサブアイテムリストの表示を除去することを使用者に知らせることができる。
【００９７】
　本発明の他の実施形態において、ポータブル端末の画面のサブアイテムリストが表示さ
れている領域を除いた残りの領域に対して、タッチダウンが入力され、タッチダウンが入
力されている状態でタッチアップが入力されたか否かをチェックして、当該画面のサブア
イテムリストが表示されている領域を除いた残りの領域に対してタッチダウンが入力され
、タッチダウンが入力されている状態でタッチアップが入力された場合、ポータブル端末
は、画面のポップアップ窓に表示された当該ショートカットアイテムのサブアイテムリス
トの表示を除去することもできる。
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【００９８】
　一方、Ｓ１０２１において、ポップアップ窓を通じて画面に表示されたサブアイテムリ
ストの中で、一つのサブアイテムに対してタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力
されている状態で上側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されていないと判断され
た時、ポータブル端末はＳ１０１５に戻って以下のステップを反復遂行する。
【００９９】
　また、Ｓ１０１１において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカット
アイテムリストの中で一つのショートカットアイテムに対してタッチダウンが入力され、
タッチダウンが入力されている状態で下側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力され
ていないと判断された時、ポータブル端末はＳ１０２５で使用者のキー操作によって電子
書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテムリストの中で一つのショー
トカットアイテムに対してロングタッチが入力されたか否かをチェックする。
【０１００】
　Ｓ１０２５において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカットアイテ
ムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してロングタッチが入力されたと判
断された時、ポータブル端末はＳ１０２７で使用者のキー操作によって電子書籍の上側Ｕ
Ｉ作動領域に当該ショートカットアイテムのサブアイテムリストが表示されている状態で
あるか否かをチェックする。
【０１０１】
　Ｓ１０２７において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に当該ショートカットアイテムのサ
ブアイテムリストが表示されていない状態であると判断された時、ポータブル端末はＳ１
０２９で電子書籍の上側ＵＩ作動領域に当該ショートカットアイテムのサブアイテムリス
トを表示して、Ｓ１００７に戻って以下のステップを反復遂行する。
【０１０２】
　例えば、図１４に示すように、一つのショートカットアイテムのサブアイテムリストは
当該ショートカットアイテムと次のショートカットアイテムの間にショートカットアイテ
ムリストより小さなサイズに表示することができる。
　ここで、ポータブル端末は、音声、震動などによって電子書籍の上側ＵＩ作動領域に当
該ショートカットアイテムのサブアイテムリストを表示することを使用者に知らせること
ができる。
【０１０３】
　一方、Ｓ１０２７において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に当該ショートカットアイテ
ムのサブアイテムリストが表示されている状態であると判断された時、ポータブル端末は
Ｓ１０３１で電子書籍の上側ＵＩ作動領域で当該ショートカットアイテムのサブアイテム
リストの表示を除去して、Ｓ１００７に戻って以下のステップを反復遂行する。
　ここで、ポータブル端末は音声、震動などによって電子書籍の上側ＵＩ作動領域で当該
ショートカットアイテムのサブアイテムリスト表示を除去することを使用者に知らせるこ
とができる。
【０１０４】
　一方、Ｓ１０２５において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表示されたショートカット
アイテムリストの中で、一つのショートカットアイテムに対してロングタッチが入力され
ていないと判断された時、ポータブル端末はＳ１０３３で使用者のキー操作によって電子
書籍の上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチダウンが入力されている状態
で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックす
る。
【０１０５】
　Ｓ１０３３において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、タッチ
ダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアップが入
力されたと判断された時、ポータブル端末はＳ１０３５において画面の上側ＵＩ作動領域
にドラッグした方向に対応して次もしくは前のショートカットアイテムリストを表示した



(20) JP 5771497 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

後、Ｓ１００７に戻って以下のステップを反復遂行する。
　例えば、現在の画面に表示されているショートカットアイテムリストがチャプター４、
５、６、７の場合、ドラッグによって以前のショートカットアイテムリストであるチャプ
ター２、３、４、５を画面に表示することができる。ここで、ポータブル端末は、音声、
震動などによって当該ショートカットアイテムリストに移動することを使用者に知らせる
ことができる。
【０１０６】
　一方、Ｓ１０３３において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域でタッチダウンが入力され、
タッチダウンが入力されている状態で左側もしくは右側の方向にドラッグ及びタッチアッ
プが入力されたと判断されなかった時、ポータブル端末はＳ１０３７で使用者のキー操作
によって電子書籍の上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力され、マルチタッチダ
ウンが入力されている状態でドラッグ及びタッチアップが入力されたか否かをチェックす
る。
【０１０７】
　Ｓ１０３７において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力され、
マルチタッチダウンが入力されている状態でドラッグ及びタッチアップが入力されたと判
断された時、ポータブル端末はＳ１０３９でマルチタッチダウンが入力されたそれぞれの
点の間の距離が増加したか否かをチェックする。
【０１０８】
　Ｓ１０３９において、マルチタッチダウンが入力されたそれぞれの点の間の距離が増加
したと判断された時、ポータブル端末はＳ１０４１で画面の上側ＵＩ作動領域に増加され
た距離に対応する拡大されたサイズのショートカットアイテムリストを表示した後、Ｓ１
００７に戻って以下のステップを反復遂行する。
【０１０９】
　ここで、ポータブル端末は音声、震動などによって拡大されたサイズのショートカット
アイテムリストが表示されたことを使用者に知らせることができる。
　例えば、現在の画面に表示されたショートカットアイテムリストがチャプター４、５、
６、７の場合、その中のチャプター５、６を拡大されたサイズで画面に表示することがで
きる。
【０１１０】
　一方、Ｓ１０３９において、マルチタッチダウンが入力されたそれぞれの点の間の距離
が減少したと判断された時、ポータブル端末はＳ１０４３で画面の上側ＵＩ作動領域に減
少した距離に対応する縮小されたサイズのショートカットアイテムリストを表示した後、
Ｓ１００７に戻って以下のステップを反復遂行する。
【０１１１】
　ここで、ポータブル端末は、音声、震動などによって縮小されたサイズのショートカッ
トアイテムリストが表示されたことを使用者に知らせることができる。
　例えば、現在の画面に表示されたショートカットアイテムリストがチャプター４、５、
６、７の場合、その中のチャプター２、３、４、５、６、７、８、９を縮小されたサイズ
で画面に表示することができる。
【０１１２】
　一方、Ｓ１０３７において、電子書籍の上側ＵＩ作動領域でマルチタッチダウンが入力
され、マルチタッチダウンが入力されている状態でドラッグ及びタッチアップが入力され
ていないと判断された時、ポータブル端末はＳ１００７に戻って以下のステップを反復遂
行する。
　以後、ポータブル端末は本発明に係るアルゴリズムを終了する。
【０１１３】
　図１５は、本発明の実施形態に係る電子書籍機能を有するポータブル端末における電子
書籍にショートカットを追加付与するための方法を示す例示図である。
　図１５を参照すれば、図１５の（Ａ）に示すように、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に表
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ロングタッチが入力された時、ポータブル端末は、図１５の（Ｂ）に示すように、電子書
籍の上側ＵＩ作動領域に当該ショートカットアイテムのサブアイテムリストを表示する。
【０１１４】
　例えば、当該ショートカットアイテムのサブアイテムリストは当該ショートカットアイ
テムと次のショートカットアイテムの間にショートカットアイテムリストより小さなサイ
ズで表示することができる。
　ここで、ポータブル端末は音声、震動などによって電子書籍の上側ＵＩ作動領域に当該
ショートカットアイテムのサブアイテムリストを表示することを使用者に知らせることが
できる。
【０１１５】
　図示していないが、電子書籍の上側ＵＩ作動領域に当該ショートカットアイテムのサブ
アイテムリストが表示された状態で、当該ショートカットアイテムに対してロングタッチ
が入力された時、ポータブル端末は、電子書籍の上側ＵＩ作動領域で当該ショートカット
アイテムのサブアイテムリストの表示をする。
　ここで、ポータブル端末は音声、震動などによって電子書籍の上側ＵＩ作動領域で当該
ショートカットアイテムのサブアイテムリストの表示を除去することを使用者に知らせる
ことができる。
【０１１６】
　前述のように、本発明は電子書籍機能を有するポータブル端末におけるアナログ感覚の
電子書籍のページめくりのＵＩを提供することで、使用者が器機の使い方を覚えなくても
、まるで実際の本をめくるような感覚で自然にコンテンツのページを切り替えることがで
きる利点がある。
　一方、本発明の詳細な説明において具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範
囲から逸脱しない範囲内でさまざまな変形が可能なことは勿論である。従って、本発明の
範囲は、これまで説明した実施形態に限られず、特許請求の範囲及び特許請求の範囲と均
等なものを含む。
【符号の説明】
【０１１７】
　　１００　　　制御部
　　１０２　　　メモリー
　　１０４　　　入力部
　　１０６　　　表示部
　　１０８　　　電子書籍ビューアー
　　１１０　　　通信部
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